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（床）

現状の病床数と必要病床数の推計値 （ 医療機関所在地ベース、大分県全域 ）
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現 状 推 計

※ 許可病床数（2013年）は、医療施設調査による。

※ 病床機能報告（2014年7月時点）については、各医療機関が定性的な基準

を参考に医療機能を選択したものであり、今回の推計における機能区分の

考え方とは必ずしも一致しない。

療養病床

急性期
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高度急性期 高度急性期

急性期 急性期

回復期回復期

慢性期慢性期
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※ 各年度の必要病床数は、2013年度の医療需要（実績）及び将来の人口から推計された

医療需要を病床稼働率で割り戻した数。

※慢性期の病床数については、東部、中部、南部及び豊肥医療圏についてはパターンＢ、

西部及び北部医療圏にはパターンＣ（特例）を適用した場合の病床数。
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２０１３年
入         院 11,621
在宅医療等 15,690

２０２５年
入         院 12,460
在宅医療等 19,517

２０３０年
入         院 12,925
在宅医療等 21,369

２０３５年
入         院 12,846
在宅医療等 21,872

２０４０年
入         院 12,391
在宅医療等 21,204

34,294計

計 34,718

33,595計

２０１３年、２０２５年～２０４０年の医療需要の推計 （ 大分県全域 ）

2013年

2025年

( 単位： 人/日 )   

計 27,311

計 31,977

2035年

2040年

（ 入   院 ） （ 在宅医療等 ）

2030年

(2,877)

(2,984)

(2,983)

(2,811)
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4,721 

4,721 

4,661 

10,948 

11,265 

10,932 

9,830 

7,904 

訪問診療介護老人保健施設高度急性期 急性期 回復期 慢性期 入院からの

移行分

11,621

12,460

12,925

12,846

12,391

15,690

19,517

21,369

21,872

21,204

※１． 厚生労働省の必要病床推計ツールによる推計値 （ 2013年度の医療需要（実績）及び将来の推計人口から算出 ）。

ただし、グラフ中「在宅医療等」のうち「入院からの移行分」及び「介護老人保健施設」を除く。

※２． 「在宅医療等」のうち、「入院からの移行分」及び「介護老人保健施設」は必要病床推計ツールで数値が示されていないため、以下により便宜的に設定した。

・ 「介護老人保健施設」…… ２０１３年については同年における県内の介護老人保健施設の定員数、２０２５年以降については、「おおいた高齢者いきいき

プラン」（大分県高齢者福祉計画・介護保険事業支援計画）〈第６期〉における２０１７年の定員数（計画値）。

・ 「入院からの移行分」…… 必要病床推計ツールで算出された「在宅医療等」の合計値から「訪問診療分」及び上述の「介護老人保健施設」の定員数を控除

した数値。

（ ①一般病床の入院患者のうちＣ３未満、②療養病床の入院患者のうち医療区分Ⅰの７０％及び地域差解消分（2013年を除く。 ）の合計に相当すると考え

られる医療需要。）

※３． ２０２５年以降の「慢性期」及び「在宅医療等」については、東部、中部、南部及び豊肥医療圏は「パターンＢ」、西部及び北部医療圏は「パターンＣ」（特例）を

適用した場合の医療需要。

2



（床）

現状の病床数と必要病床数の推計値 （ 医療機関所在地ベース、東部医療圏 ）
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一般病床

現 状 推 計

※ 許可病床数（2013年）は、医療施設調査による。

※ 病床機能報告（2014年7月時点）については、各医療機関が定性的な基準

を参考に医療機能を選択したものであり、今回の推計における機能区分の

考え方とは必ずしも一致しない。
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高度急性期

急性期 急性期
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※ 各年度の必要病床数は、2013年度の医療需要（実績）及び将来の人口から推計された

医療需要を病床稼働率で割り戻した数。

※慢性期の病床数については、東部、中部、南部及び豊肥医療圏についてはパターンＢ、

西部及び北部医療圏にはパターンＣ（特例）を適用した場合の病床数。
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２０１３年
入         院 2,852
在宅医療等 3,534

２０２５年
入         院 2,807
在宅医療等 4,231

２０３０年
入         院 2,830
在宅医療等 4,467

２０３５年
入         院 2,748
在宅医療等 4,386

２０４０年
入         院 2,620
在宅医療等 4,157

2035年
計 7,134

2040年
計 6,777

2025年
計 7,038

2030年 計 7,297

２０１３年、２０２５年～２０４０年の医療需要の推計 （ 東部医療圏 ）
( 単位： 人/日 )   

2013年
計 6,386

（ 入   院 ） （ 在宅医療等 ）
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訪問診療介護老人保健施設高度急性期 急性期 回復期 慢性期
入院からの

移行分

2,852

2,807

2,830

2,748

2,620

3,534

4,231

4,467

4,386

4,157

※１． 厚生労働省の必要病床推計ツールによる推計値 （ 2013年度の医療需要（実績）及び将来の推計人口から算出 ）。

ただし、グラフ中「在宅医療等」のうち「入院からの移行分」及び「介護老人保健施設」を除く。

※２． 「在宅医療等」のうち、「入院からの移行分」及び「介護老人保健施設」は必要病床推計ツールで数値が示されていないため、以下により便宜的に設定した。

・ 「介護老人保健施設」…… ２０１３年については同年における県内の介護老人保健施設の定員数、２０２５年以降については、「おおいた高齢者いきいき

プラン」（大分県高齢者福祉計画・介護保険事業支援計画）〈第６期〉における２０１７年の定員数（計画値）。

・ 「入院からの移行分」…… 必要病床推計ツールで算出された「在宅医療等」の合計値から「訪問診療分」及び上述の「介護老人保健施設」の定員数を控除

した数値。

（ ①一般病床の入院患者のうちＣ３未満、②療養病床の入院患者のうち医療区分Ⅰの７０％及び地域差解消分（2013年を除く。 ）の合計に相当すると考え

られる医療需要。）

※３． ２０２５年以降の「慢性期」及び「在宅医療等」については、東部、中部、南部及び豊肥医療圏は「パターンＢ」、西部及び北部医療圏は「パターンＣ」（特例）を

適用した場合の医療需要。
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（床）

現状の病床数と必要病床数の推計値 （ 医療機関所在地ベース、中部医療圏 ）
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現 状 推 計

※ 許可病床数（2013年）は、医療施設調査による。

※ 病床機能報告（2014年7月時点）については、各医療機関が定性的な基準

を参考に医療機能を選択したものであり、今回の推計における機能区分の

考え方とは必ずしも一致しない。
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※ 各年度の必要病床数は、2013年度の医療需要（実績）及び将来の人口から推計された

医療需要を病床稼働率で割り戻した数。

※慢性期の病床数については、東部、中部、南部及び豊肥医療圏についてはパターンＢ、

西部及び北部医療圏にはパターンＣ（特例）を適用した場合の病床数。
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２０１３年
入         院 5,224
在宅医療等 6,809

２０２５年
入         院 6,214
在宅医療等 9,298

２０３０年
入         院 6,560
在宅医療等 10,670

２０３５年
入         院 6,630
在宅医療等 11,258

２０４０年
入         院 6,493
在宅医療等 11,139

2035年
計 17,888

2040年
計 17,632

2025年
計 15,512

2030年 計 17,230

２０１３年、２０２５年～２０４０年の医療需要の推計 （ 中部医療圏 ）
( 単位： 人/日 )   

（ 入   院 ） （ 在宅医療等 ）

2013年
計 12,033
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(531)

2,945 

2,992 

2,759 

2,215 

1,210 
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1,800 

1,800 

1,800 
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訪問診療
介護老人

保健施設
高度急性期 急性期 回復期 慢性期 入院からの

移行分

5,224

6,214

6,560

6,630

6,493

6,809

9,298

10,670

11,258

11,139

※１． 厚生労働省の必要病床推計ツールによる推計値 （ 2013年度の医療需要（実績）及び将来の推計人口から算出 ）。

ただし、グラフ中「在宅医療等」のうち「入院からの移行分」及び「介護老人保健施設」を除く。

※２． 「在宅医療等」のうち、「入院からの移行分」及び「介護老人保健施設」は必要病床推計ツールで数値が示されていないため、以下により便宜的に設定した。

・ 「介護老人保健施設」…… ２０１３年については同年における県内の介護老人保健施設の定員数、２０２５年以降については、「おおいた高齢者いきいき

プラン」（大分県高齢者福祉計画・介護保険事業支援計画）〈第６期〉における２０１７年の定員数（計画値）。

・ 「入院からの移行分」…… 必要病床推計ツールで算出された「在宅医療等」の合計値から「訪問診療分」及び上述の「介護老人保健施設」の定員数を控除

した数値。

（ ①一般病床の入院患者のうちＣ３未満、②療養病床の入院患者のうち医療区分Ⅰの７０％及び地域差解消分（2013年を除く。 ）の合計に相当すると考え

られる医療需要。）

※３． ２０２５年以降の「慢性期」及び「在宅医療等」については、東部、中部、南部及び豊肥医療圏は「パターンＢ」、西部及び北部医療圏は「パターンＣ」（特例）を

適用した場合の医療需要。
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（床）

現状の病床数と必要病床数の推計値 （ 医療機関所在地ベース、南部医療圏 ）
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現 状 推 計

※ 許可病床数（2013年）は、医療施設調査による。

※ 病床機能報告（2014年7月時点）については、各医療機関が定性的な基準

を参考に医療機能を選択したものであり、今回の推計における機能区分の

考え方とは必ずしも一致しない。

療養病床

急性期

急性期
急性期

急性期

未報告等21

回復期

回復期 回復期

慢性期
慢性期 慢性期 慢性期

高度急性期 3

急性期 急性期

回復期回復期

慢性期慢性期

回復期

※ 各年度の必要病床数は、2013年度の医療需要（実績）及び将来の人口から推計された

医療需要を病床稼働率で割り戻した数。

※慢性期の病床数については、東部、中部、南部及び豊肥医療圏についてはパターンＢ、

西部及び北部医療圏にはパターンＣ（特例）を適用した場合の病床数。
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２０１３年
入         院 744
在宅医療等 984

２０２５年
入         院 803
在宅医療等 1,127

２０３０年
入         院 815
在宅医療等 1,185

２０３５年
入         院 797
在宅医療等 1,180

２０４０年
入         院 746
在宅医療等 1,112

2035年
計 1,977

2040年
計 1,858

2025年
計 1,930

2030年 計 2,000

２０１３年、２０２５年～２０４０年の医療需要の推計 （ 南部医療圏 ）
( 単位： 人/日 )   

（ 入   院 ） （ 在宅医療等 ）

2013年
計 1,728

(114)

(121)

(122)

(118)

(108)

(372)

(398)

(408)

(402)

(369)

(220)

(235)

(241)

(238)

(224)

(40)

(43)

(44)

(45)

(43)

199 

234 

239 

212 

143 

358 

358 

358 

358 

358 

555 

588 

588 

557 

483 

訪問診療介護老人保健施設高度急性期 急性期 回復期 慢性期
入院からの

移行分

744

803

815

797

746

984

1,127

1,185

1,180

1,112

※１． 厚生労働省の必要病床推計ツールによる推計値 （ 2013年度の医療需要（実績）及び将来の推計人口から算出 ）。

ただし、グラフ中「在宅医療等」のうち「入院からの移行分」及び「介護老人保健施設」を除く。

※２． 「在宅医療等」のうち、「入院からの移行分」及び「介護老人保健施設」は必要病床推計ツールで数値が示されていないため、以下により便宜的に設定した。

・ 「介護老人保健施設」…… ２０１３年については同年における県内の介護老人保健施設の定員数、２０２５年以降については、「おおいた高齢者いきいき

プラン」（大分県高齢者福祉計画・介護保険事業支援計画）〈第６期〉における２０１７年の定員数（計画値）。

・ 「入院からの移行分」…… 必要病床推計ツールで算出された「在宅医療等」の合計値から「訪問診療分」及び上述の「介護老人保健施設」の定員数を控除

した数値。

（ ①一般病床の入院患者のうちＣ３未満、②療養病床の入院患者のうち医療区分Ⅰの７０％及び地域差解消分（2013年を除く。 ）の合計に相当すると考え

られる医療需要。）

※３． ２０２５年以降の「慢性期」及び「在宅医療等」については、東部、中部、南部及び豊肥医療圏は「パターンＢ」、西部及び北部医療圏は「パターンＣ」（特例）を

適用した場合の医療需要。
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（床）

現状の病床数と必要病床数の推計値 （ 医療機関所在地ベース、豊肥医療圏 ）
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（2025年）

必要病床数

（2030年）

必要病床数

（2035年）

必要病床数

（2040年）

一般病床

現 状 推 計

※ 許可病床数（2013年）は、医療施設調査による。

※ 病床機能報告（2014年7月時点）については、各医療機関が定性的な基準

を参考に医療機能を選択したものであり、今回の推計における機能区分の

考え方とは必ずしも一致しない。

療養病床

急性期

急性期 急性期

急性期

未報告等47

回復期

回復期
回復期

慢性期
慢性期 慢性期 慢性期

高度急性期 0

高度急性期
高度急性期

急性期 急性期

回復期回復期

慢性期慢性期

回復期

※ 各年度の必要病床数は、2013年度の医療需要（実績）及び将来の人口から推計された

医療需要を病床稼働率で割り戻した数。

※慢性期の病床数については、東部、中部、南部及び豊肥医療圏についてはパターンＢ、

西部及び北部医療圏にはパターンＣ（特例）を適用した場合の病床数。
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２０１３年
入         院 538
在宅医療等 1,111

２０２５年
入         院 525
在宅医療等 1,118

２０３０年
入         院 524
在宅医療等 1,132

２０３５年
入         院 507
在宅医療等 1,109

２０４０年
入         院 470
在宅医療等 1,040

2035年
計 1,616

2040年
計 1,510

2025年
計 1,643

2030年 計 1,656

２０１３年、２０２５年～２０４０年の医療需要の推計 （ 豊肥医療圏 ）
( 単位： 人/日 )   

（ 入   院 ） （ 在宅医療等 ）

2013年
計 1,649

(148)

(158)

(162)

(161)

(167)

(178)

(193)

(200)

(201)

(204)

(123)

(133)

(138)

(138)

(141)

(21)

(23)

(24)

(25)

(26)

69 

108 

124 

122 

127 

491 

491 

491 

491 

491 

480 

510 

517 

505 

493 

訪問診療介護老人保健施設高度急性期 急性期 回復期 入院からの

移行分

538

525

524

507

470

1,111

1,118

1,132

1,109

1,040

慢性期

※１． 厚生労働省の必要病床推計ツールによる推計値 （ 2013年度の医療需要（実績）及び将来の推計人口から算出 ）。

ただし、グラフ中「在宅医療等」のうち「入院からの移行分」及び「介護老人保健施設」を除く。

※２． 「在宅医療等」のうち、「入院からの移行分」及び「介護老人保健施設」は必要病床推計ツールで数値が示されていないため、以下により便宜的に設定した。

・ 「介護老人保健施設」…… ２０１３年については同年における県内の介護老人保健施設の定員数、２０２５年以降については、「おおいた高齢者いきいき

プラン」（大分県高齢者福祉計画・介護保険事業支援計画）〈第６期〉における２０１７年の定員数（計画値）。

・ 「入院からの移行分」…… 必要病床推計ツールで算出された「在宅医療等」の合計値から「訪問診療分」及び上述の「介護老人保健施設」の定員数を控除

した数値。

（ ①一般病床の入院患者のうちＣ３未満、②療養病床の入院患者のうち医療区分Ⅰの７０％及び地域差解消分（2013年を除く。 ）の合計に相当すると考え

られる医療需要。）

※３． ２０２５年以降の「慢性期」及び「在宅医療等」については、東部、中部、南部及び豊肥医療圏は「パターンＢ」、西部及び北部医療圏は「パターンＣ」（特例）を

適用した場合の医療需要。
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（床）

現状の病床数と必要病床数の推計値 （ 医療機関所在地ベース、西部医療圏 ）
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（2030年）

必要病床数

（2035年）

必要病床数

（2040年）

一般病床

現 状 推 計

※ 許可病床数（2013年）は、医療施設調査による。

※ 病床機能報告（2014年7月時点）については、各医療機関が定性的な基準

を参考に医療機能を選択したものであり、今回の推計における機能区分の

考え方とは必ずしも一致しない。

療養病床

急性期

急性期
急性期 急性期

未報告等

230

回復期
回復期 回復期

慢性期
慢性期

慢性期 慢性期

高度急性期
高度急性期 高度急性期

急性期 急性期

回復期回復期

慢性期慢性期

回復期

※ 各年度の必要病床数は、2013年度の医療需要（実績）及び将来の人口から推計された

医療需要を病床稼働率で割り戻した数。

※慢性期の病床数については、東部、中部、南部及び豊肥医療圏についてはパターンＢ、

西部及び北部医療圏にはパターンＣ（特例）を適用した場合の病床数。
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２０１３年
入         院 734
在宅医療等 1,124

２０２５年
入         院 693
在宅医療等 1,285

２０３０年
入         院 717
在宅医療等 1,338

２０３５年
入         院 708
在宅医療等 1,352

２０４０年
入         院 669
在宅医療等 1,290

2035年
計 2,060

2040年
計 1,959

2025年
計 1,978

2030年 計 2,055

２０１３年、２０２５年～２０４０年の医療需要の推計 （ 西部医療圏 ）
( 単位： 人/日 )   

2013年
計 1,858

（ 入   院 ） （ 在宅医療等 ）

(138)

(146)

(147)

(129)

(188)

(316)

(334)

(338)

(332)

(319)

(179)

(189)

(192)

(191)

(186)

(36)

(39)

(40)

(41)

(41)

402 

443 

439 

416 

297 

411 

411 

411 

411 

409 

477 

498 

488 

458 

418 

訪問診療介護老人保健施設高度急性期 急性期 回復期 慢性期 入院からの

移行分

734

693

717

708

669

1,124

1,285

1,338

1,352

1,290

※１． 厚生労働省の必要病床推計ツールによる推計値 （ 2013年度の医療需要（実績）及び将来の推計人口から算出 ）。

ただし、グラフ中「在宅医療等」のうち「入院からの移行分」及び「介護老人保健施設」を除く。

※２． 「在宅医療等」のうち、「入院からの移行分」及び「介護老人保健施設」は必要病床推計ツールで数値が示されていないため、以下により便宜的に設定した。

・ 「介護老人保健施設」…… ２０１３年については同年における県内の介護老人保健施設の定員数、２０２５年以降については、「おおいた高齢者いきいき

プラン」（大分県高齢者福祉計画・介護保険事業支援計画）〈第６期〉における２０１７年の定員数（計画値）。

・ 「入院からの移行分」…… 必要病床推計ツールで算出された「在宅医療等」の合計値から「訪問診療分」及び上述の「介護老人保健施設」の定員数を控除

した数値。

（ ①一般病床の入院患者のうちＣ３未満、②療養病床の入院患者のうち医療区分Ⅰの７０％及び地域差解消分（2013年を除く。 ）の合計に相当すると考え

られる医療需要。）

※３． ２０２５年以降の「慢性期」及び「在宅医療等」については、東部、中部、南部及び豊肥医療圏は「パターンＢ」、西部及び北部医療圏は「パターンＣ」（特例）を

適用した場合の医療需要。
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（床）

現状の病床数と必要病床数の推計値 （ 医療機関所在地ベース、北部医療圏 ）
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現 状 推 計

※ 許可病床数（2013年）は、医療施設調査による。

※ 病床機能報告（2014年7月時点）については、各医療機関が定性的な基準

を参考に医療機能を選択したものであり、今回の推計における機能区分の

考え方とは必ずしも一致しない。

療養病床

急性期

急性期
急性期 急性期

未報告等 137

回復期
回復期 回復期

慢性期
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慢性期慢性期

回復期

※ 各年度の必要病床数は、2013年度の医療需要（実績）及び将来の人口から推計された

医療需要を病床稼働率で割り戻した数。

※慢性期の病床数については、東部、中部、南部及び豊肥医療圏についてはパターンＢ、

西部及び北部医療圏にはパターンＣ（特例）を適用した場合の病床数。
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２０１３年
入         院 1,528
在宅医療等 2,129

２０２５年
入         院 1,420
在宅医療等 2,457

２０３０年
入         院 1,479
在宅医療等 2,576

２０３５年
入         院 1,460
在宅医療等 2,584

２０４０年
入         院 1,394
在宅医療等 2,466

2035年
計 4,044

2040年
計 3,860

2025年
計 3,877

2030年 計 4,055

２０１３年、２０２５年～２０４０年の医療需要の推計 （ 北部医療圏 ）
( 単位： 人/日 )   

（ 入   院 ） （ 在宅医療等 ）

2013年
計 3,657

(342)

(358)

(362)

(327)

(475)

(490)

(514)

(519)

(502)

(475)

(477)

(499)

(507)

(499)

(484)

(85)

(89)

(91)

(92)

(94)

742 

811 

810 

755 

498 

709 

709 

709 

709 

709 

1,015 

1,064 

1,057 

993 

922 

訪問診療介護老人保健施設高度急性期 急性期 回復期 慢性
入院からの

移行分

1,528

1,420

1,479

1,460

1,394

2,129

2,457

2,576

2,584

2,466

慢性期

※１． 厚生労働省の必要病床推計ツールによる推計値 （ 2013年度の医療需要（実績）及び将来の推計人口から算出 ）。

ただし、グラフ中「在宅医療等」のうち「入院からの移行分」及び「介護老人保健施設」を除く。

※２． 「在宅医療等」のうち、「入院からの移行分」及び「介護老人保健施設」は必要病床推計ツールで数値が示されていないため、以下により便宜的に設定した。

・ 「介護老人保健施設」…… ２０１３年については同年における県内の介護老人保健施設の定員数、２０２５年以降については、「おおいた高齢者いきいき

プラン」（大分県高齢者福祉計画・介護保険事業支援計画）〈第６期〉における２０１７年の定員数（計画値）。

・ 「入院からの移行分」…… 必要病床推計ツールで算出された「在宅医療等」の合計値から「訪問診療分」及び上述の「介護老人保健施設」の定員数を控除

した数値。

（ ①一般病床の入院患者のうちＣ３未満、②療養病床の入院患者のうち医療区分Ⅰの７０％及び地域差解消分（2013年を除く。 ）の合計に相当すると考え

られる医療需要。）

※３． ２０２５年以降の「慢性期」及び「在宅医療等」については、東部、中部、南部及び豊肥医療圏は「パターンＢ」、西部及び北部医療圏は「パターンＣ」（特例）を

適用した場合の医療需要。
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2005年 2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年 2040年

65歳以上人口 292,805 318,792 354,337 372,078 372,463 363,509 352,921 350,595

75歳以上人口 143,580 170,148 184,319 196,821 221,782 232,243 228,610 217,342

必要病床数 13,644 14,646 15,178 15,081 14,548

許可病床数 20,446 19,437 18,855
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240,000

290,000

340,000

390,000

高齢者人口と病床数の推移（大分県）

注１：2015年の必要病床数は算定できないため、比較するために2013年の数値を使用。なお、2020年の推計値も算定できない。
注２：2015年の許可病床数は医療施設調査による直近（2013年10月1日時点）の許可病床数。

65歳以上人口

75歳以上人口

必要病床数

許可病床数
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2005年 2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年 2040年

65歳以上人口 60,066 64,371 69,136 69,770 67,826 64,906 62,203 61,090

75歳以上人口 30,096 34,904 36,845 38,624 41,987 41,925 40,007 37,581

必要病床数 3,317 3,277 3,303 3,208 3,060

許可病床数 5,201 4,901 4,661

3,317 3,277 3,303 
3,208 

3,060 

5,201 
4,901 

4,661 
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60,000

65,000
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高齢者人口と病床数の推移（東部）

注１：2015年の必要病床数は算定できないため、比較するために2013年の数値を使用。なお、2020年の推計値も算定できない。
注２：2015年の許可病床数は医療施設調査による直近（2013年10月1日時点）の許可病床数。

65歳以上人口
許可病床数

必要病床数

75歳以上人口
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2005年 2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年 2040年

65歳以上人口 110,122 127,314 150,663 165,326 171,160 172,106 171,830 175,855

75歳以上人口 51,083 63,365 72,477 82,630 99,130 108,091 109,243 106,276

必要病床数 6,189 7,337 7,736 7,813 7,652

許可病床数 8,738 8,359 8,142
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高齢者人口と病床数の推移（中部）

注１：2015年の必要病床数は算定できないため、比較するために2013年の数値を使用。なお、2020年の推計値も算定できない。
注２：2015年の許可病床数は医療施設調査による直近（2013年10月1日時点）の許可病床数。

65歳以上人口許可病床数

必要病床数

75歳以上人口

17



2005年 2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年 2040年

65歳以上人口 23,106 24,904 26,888 27,600 26,894 25,429 23,571 22,232

75歳以上人口 11,256 13,609 14,677 15,262 16,495 16,850 16,146 14,866

必要病床数 872 939 954 931 872

許可病床数 1,268 1,240 1,223
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高齢者人口と病床数の推移（南部）

注１：2015年の必要病床数は算定できないため、比較するために2013年の数値を使用。なお、2020年の推計値も算定できない。
注２：2015年の許可病床数は医療施設調査による直近（2013年10月1日時点）の許可病床数。

65歳以上人口

許可病床数

必要病床数

75歳以上人口
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2005年 2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年 2040年

65歳以上人口 24,697 24,688 25,370 24,985 23,708 21,796 19,767 18,173

75歳以上人口 13,166 15,103 15,530 14,933 15,260 15,059 14,320 12,959

必要病床数 624 608 607 587 545

許可病床数 1,024 933 914
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高齢者人口と病床数の推移（豊肥）

注１：2015年の必要病床数は算定できないため、比較するために2013年の数値を使用。なお、2020年の推計値も算定できない。
注２：2015年の許可病床数は医療施設調査による直近（2013年10月1日時点）の許可病床数。

65歳以上人口許可病床数

必要病床数

75歳以上人口
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2005年 2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年 2040年

65歳以上人口 28,635 29,644 31,424 32,245 31,643 30,283 28,592 27,135

75歳以上人口 14,509 16,685 17,437 17,518 18,763 19,356 18,872 17,677

必要病床数 852 808 836 823 779

許可病床数 1,504 1,443 1,422
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高齢者人口と病床数の推移（西部）

注１：2015年の必要病床数は算定できないため、比較するために2013年の数値を使用。なお、2020年の推計値も算定できない。
注２：2015年の許可病床数は医療施設調査による直近（2013年10月1日時点）の許可病床数。
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2005年 2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年 2040年

65歳以上人口 46,179 47,871 50,856 52,152 51,232 48,989 46,958 46,110

75歳以上人口 23,470 26,482 27,353 27,854 30,147 30,962 30,022 27,983

必要病床数 1,790 1,676 1,742 1,718 1,640

許可病床数 2,711 2,561 2,493
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高齢者人口と病床数の推移（北部）

注１：2015年の必要病床数は算定できないため、比較するために2013年の数値を使用。なお、2020年の推計値も算定できない。
注２：2015年の許可病床数は医療施設調査による直近（2013年10月1日時点）の許可病床数。
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医療需要及び必要病床数の推計値について①

【現状の病床数よりも必要病床数が減少する理由】

○地域医療構想の推計方法では、現在療養病床で
対応している入院医療の需要の一部を在宅医療等で
も対応できるものとしているため、その分（入院から
の移行分）の病床数が減少することになる。

○例えば、県全域で見た場合、ｐ２の医療需要のう
ち、２０１３年の入院需要と在宅医療等のうち「入院か
らの移行分」の需要を基に病床稼働率を乗じて必要
病床数を算出した場合、現状の許可病床数に近い数
値となることがわかる。（右上表参照）

【現状の病床数と必要病床数の差が地域によって異
なる要因】
○平成25年3月に策定した医療計画における基準病

床数を大きく上回る許可病床数を有する医療圏（豊
肥、西部など）は必要病床数が大きく減少している。

○必要病床数（医療機
関所在地ベース）は、
患者が他の医療圏に
流出している割合が高
いほど少なくなる。（豊
肥、西部など）
（右下表参照）

2013年の医療需要（「入院からの移行分」を含む）と許可病床数の比較
医療需要 病床稼働率 必要病床数

Ａ Ｂ A／Ｂ
高度急性期 932 0.75 1,243 -

急性期 3,479 0.78 4,460 -
回復期 4,309 0.90 4,788 -
慢性期 2,901 0.92 3,153 -

（入院分計） 11,621 13,644 18,855

入院からの移行分 3,125 0.92 3,397 -

計 14,746 - 17,041 -

※医療需要（Ａ）は2013年の医療実績をベースに推計ツールにより算出されたもの。

　 なお、「慢性期」は必要病床数が最大となるようパターンＣ又はＢで算定。

許可病床数

   また、「入院からの移行分」は、「一般病床の入院患者のうちＣ３（175点）未満」及び「療養病床の

　入院患者のうち医療区分Ⅰの70％」に相当する医療需要の計。

※推計ツールによる必要病床数は13,644床だが、「入院からの移行分」を含めると17,041床となり、

 　許可病床数18,855床との差が1,814床となる（この差は、許可病床数のうち実際に稼働していない

   病床数に相当すると推察される。）。したがって、現状の許可病床数と必要病床数の差は、慢性期

   病床から在宅医療等へ移行するとされる部分に相当するといえる。

（大分県全域）

基準病床数、許可病床数、必要病床数の比較
基準病床数

Ａ Ｂ 対Ａ比 C 対Ａ比 対Ｂ比 C 対Ａ比 対Ｂ比
東部 2,923 4,661 159.5% 3,277 112.1% 70.3% 2,984 102.1% 64.0%
中部 6,369 8,142 127.8% 7,337 115.2% 90.1% 6,595 103.5% 81.0%
南部 564 1,223 216.8% 939 166.5% 76.8% 1,036 183.7% 84.7%

豊肥 272 914 336.0% 608 223.5% 66.5% 935 343.8% 102.3%

西部 525 1,422 270.9% 808 153.9% 56.8% 1,135 216.2% 79.8%

北部 1,067 2,493 233.6% 1,676 157.1% 67.2% 1,859 174.2% 74.6%
計 11,720 18,855 160.9% 14,646 125.0% 77.7% 14,544 124.1% 77.1%

※基準病床数及び必要病床数は医療法及び同法施行規則に基づき算定。慢性期病床が最大となるようパターンＣ又はＢで算定。

※必要病床数（患者住所地ベース）で見ると、豊肥、西部医療圏は減少率が少ない（豊肥は増加）ことがわかる。両医療圏は他の圏域への患者流
出が、医療機関所在地ベースの必要病床数の減少の要因となっていると推察される。

必要病床数（患者住所地ベース）二次
医療圏

許可病床数 必要病床数（医療機関所在地ベース）
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医療需要及び必要病床数の推計値について②

【2040年までの推計値について】
○必要病床数は2025年だけでなく2040年まで推計されて
いる。
○2025年以降の必要病床数は、75歳以上人口の増減と
正の相関が見られる。
○地域医療構想では2025年時点の必要病床数について
定めるが、2025年以降の推計値も見据えておくことが重
要。

【現状の病床数】
○一方、許可病床数自体は年々減少傾向。最近10年で約
1割減少している。

○病院より有床診療所の病床減少率が高い。（病院△
４％、有床診療所△２４％）

【地域医療構想の達成にあたっての留意点】
○2025年以降に必要病床数が増加する場合は、最大値と

なる時点の必要病床数を確保できるかどうか注意する必
要がある。

○本県の場合、現行の基準病床数制度では、いったん減
床させた後に再度増床させることはできないため、2025年

の推計値が最大値でない場合（東部、中部、南部、西部、
北部が該当）は、2025年時点で地域医療構想を達成させ
た場合、その後の必要病床数が確保できなくなる。

○今後、国において基準病床数制度と地域医療構想にお
ける必要病床数の整理が必要。

【地域医療構想をどう捉えるべきか】

○医療法上、都道府県が地域医療構想の達成に向けて
取り組むべきであることは明らかである。

○そのため、知事の権限として、不足する医療機能の提
供を医療機関に要請できるなどの措置の規定、病床機
能報告制度、地域医療構想調整会議による関係者の自
主的な取組を促進する協議の場の設置、地域医療介護
総合確保基金による支援などが制度化されたところであ
る。

○一方で、地域医療構想については、前述の基準病床
数制度と必要病床数の整理の問題、病床機能報告制度
と地域医療構想とで４つの医療機能の基準が統一され
ていない点、人口推計や診療データの収集・分析技法
の向上等も踏まえ地域医療構想の推計方法自体も見直
されるのではないか、など、様々な指摘、論点がある。

○したがって、地域医療構想で定める医療需要や病床
の必要量については、策定時点におけるひとつの推計
値であり、目指すべき方向性・目安を示したものであると
いう認識を持つべきではないか。そして、不足する医療
機能の確保（過剰な病床機能からの転換を含む）を進
め、次第に収れんされていくことを目指していくべきでは
ないか。

23



医療需要及び必要病床数の推計値について③

【慢性期病床について】

○慢性期病床については、在宅医療等で対応可能な
患者数を一定数見込む前提で、療養病床の入院受療
率の地域差を縮小する観点から、構想区域ごとに一
定の範囲（パターンＡからＣ）の中で入院受療率を縮
小することとなっている。

○本県の療養病床の入院受療率は全国中央値より
低く、九州では最も低い状況であることも踏まえ、地域
医療構想における慢性期病床については縮小幅を最
大限小さくし、必要病床数が最大となるように定める
こととしてはどうか。

○具体的は、必要病床数が最大となる特例パターン
Ｃが選択できる西部、北部についてはパターンＣによ
り、東部、中部、南部、豊肥についてはパターンＢによ
り、慢性期病床の必要病床数を定めることとしではど
うか。

【患者の流出入を踏まえた区域間調整について】

○資料中のグラフに用いている必要病床数の推計値
は、患者が他の都道府県や県内の他の医療圏で入院医
療を受けている現状の医療需要について、2025年にお

いても同様の受療行動であると仮定した場合の推計値
（医療機関所在地ベース。）を用いている。
○今後、2025年までに患者の受療行動や医療提供体制

に大きな変動が見込まれる場合には、区域間で医療需
要（入院患者数）を調整（合計数が変わらないようやりと
りする）することが可能（患者住所地ベースの一部又は
全部採用。）。

○本県においては、福岡県との間で患者の流出入があ
る（西部から流出超過、北部から流入超過）が、現時点
で、2025年までにこの受療行動が大きく変化する要素は

ない、もしくはあるかどうか見通すことは困難であると思
われることから、少なくとも、現在の医療提供を維持・確
保していくという立場に立ち、医療機関所在地ベースによ
る推計値により必要病床数を定めることとしてはどうか。
（なお、県間調整は原則本年12月までに協議し、合意で
きない場合は医療機関所在地ベースで確定する。）

○県内の区域間の流出入についても、同様の考え方に
より、医療機関所在地ベースにより必要病床数を定める
こととしてはどうか。（なお、これまでの会議では、どの医
療機関を受診するかは患者の選択によるものであり調整
する必要はない、との意見もいただいたところ。）
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